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衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
障
害
者
自
立
支
援
法
の
評
価
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

（
以
下
「
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
一
割
を
利
用
者
が
負
担
す

る
こ
と
を
原
則
と
し
つ
つ
も
、
障
害
者
の
家
計
に
与
え
る
影
響
等
の
事
情
を
し
ん
酌
し
て
負
担
の
上
限
額
を
設
定
す
る
な

ど
、
障
害
者
の
将
来
の
生
活
設
計
と
い
う
点
に
も
十
分
に
配
慮
し
、
負
担
の
軽
減
を
図
る
仕
組
み
を
講
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

現
時
点
で
は
、
お
尋
ね
の
よ
う
な
障
害
者
の
生
活
実
態
を
把
握
す
る
た
め
の
調
査
は
行
っ
て
い
な
い
が
、
本
年
十
月
一
日

以
降
、
重
度
障
害
者
等
包
括
支
援
、
就
労
移
行
支
援
等
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
給
付
、
市
町
村
等
に
よ
る
障
害
福
祉
計
画

の
策
定
な
ど
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
か
ら
、
今
後
、
関
係
者
の
協
力
を
得
つ
つ
、
障
害
者
の
生
活
実
態
を
含
め
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
関
す
る
実
情
を
的
確
に
把
握
す
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

二
に
つ
い
て

本
年
十
月
一
日
か
ら
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
創
設
さ
れ
る
就
労
移
行
支
援
及
び
就
労
継
続
支
援
に
つ
い
て
も
、
他

一



の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
同
様
に
、
一
定
の
利
用
者
負
担
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
就
労
支
援
は
、
障
害
者
に

対
し
、
生
産
活
動
の
機
会
の
提
供
を
通
じ
て
、
就
労
に
関
す
る
知
識
及
び
能
力
の
向
上
の
た
め
に
必
要
な
訓
練
そ
の
他
の
サ

ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
対
し
、
他
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
同
様
の
負
担

を
求
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

法
に
基
づ
く
利
用
者
負
担
の
上
限
額
に
つ
い
て
は
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
障
害
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る

者
の
所
得
に
基
づ
い
て
設
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
一
般
に
世
帯
が
社
会
生
活
上
の
単
位
と
し
て
住
居
及
び

生
計
を
共
に
す
る
者
の
集
ま
り
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
利
用
者
に
お
け
る
負
担
能
力
に
応
じ
た
負
担
の
軽
減
を
図
る
に
当
た

り
、
同
一
世
帯
の
他
の
構
成
員
の
所
得
の
状
況
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。

な
お
、
障
害
者
が
、
当
該
障
害
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
（
当
該
障
害
者
の
配
偶
者
を
除
く
。
）
の
扶
養
親
族
（
地

方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
を
い
う
。
）
及
び

被
扶
養
者
（
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
、
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
、
国
家
公

二



務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
。
他
の
法
律
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
地
方
公

務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
の
規
定
に
よ
る
被
扶
養
者
を
い
う
。
）
に
該
当
し
な
い
と
き

は
、
障
害
者
及
び
当
該
障
害
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
そ
の
配
偶
者
の
み
の
所
得
に
基
づ
い
て
負
担
の
上
限
額
を
設
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
世
帯
に
お
け
る
生
計
の
実
態
に
即
し
た
取
扱
い
を
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
に
基
づ
く
特
別
児
童
扶
養
手
当

（
以
下
「
手
当
」
と
い
う
。
）
は
、
在
宅
で
障
害
児
を
監
護
す
る
父
母
又
は
養
育
者
（
以
下
「
保
護
者
」
と
い
う
。
）
に
支

給
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
障
害
児
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

本
年
十
月
一
日
以
降
、
知
的
障
害
児
施
設
等
（
法
附
則
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
四
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
児
施
設
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け

る
給
付
に
つ
い
て
も
、
食
費
等
を
実
費
負
担
と
す
る
と
と
も
に
、
一
定
の
応
益
的
な
利
用
者
負
担
を
求
め
る
こ
と
と
し
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
制
度
改
正
が
な
さ
れ
た
後
に
お
い
て
も
、
知
的
障
害
児
施
設
等
に
入
所
す
る
障

害
児
が
当
該
知
的
障
害
児
施
設
等
か
ら
生
活
全
般
に
わ
た
り
包
括
的
に
専
門
的
な
介
護
等
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
の
に
対

三



し
、
在
宅
で
保
護
者
と
同
居
す
る
障
害
児
が
生
活
全
般
に
対
す
る
介
護
等
を
保
護
者
か
ら
包
括
的
に
受
け
る
と
い
う
基
本
的

な
状
況
が
変
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
知
的
障
害
児
施
設
等
に
係
る
利
用
者
負
担
の
導
入
に
当
た
っ
て
は
、
保
護
者
の

家
計
に
与
え
る
影
響
等
に
配
慮
し
、
負
担
の
軽
減
を
図
る
仕
組
み
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
手
当
の
支
給
に

関
す
る
現
在
の
基
本
的
な
仕
組
み
は
維
持
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
障

害
者
雇
用
率
の
達
成
状
況
に
つ
い
て
は
改
善
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
未
だ
当
該
率
を
達
成
し
て
い
な
い
事
業
主
（
以
下
「
雇

用
率
未
達
成
事
業
主
」
と
い
う
。
）
が
半
数
を
超
え
る
現
状
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
雇
用
率
未
達
成
事
業
主
の
解
消
に
向
け
た

取
組
を
強
化
し
、
障
害
者
の
雇
用
の
一
層
の
促
進
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
平
成
十
八
年
度
か
ら
、
障
害
者
の
雇
用
の
支
援
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
を
公
共
職

業
安
定
所
へ
配
置
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
障
害
者
に
対
す
る
相
談
支
援
体
制
の
充
実
強
化
を
さ
ら
に
図
る
と
と
も
に
、
雇
用

率
未
達
成
事
業
主
に
対
す
る
指
導
の
基
準
を
見
直
し
、
指
導
を
強
化
す
る
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
精
神
障
害

者
に
対
す
る
障
害
者
雇
用
率
制
度
の
適
用
、
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
施
策
と
の
有
機
的
な
連
携
等
を
柱
と
す
る
障
害
者
の

四



雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
一
号
）
及
び
新
た
な
就
労
支
援
型
の

サ
ー
ビ
ス
の
創
設
、
雇
用
施
策
と
の
連
携
の
強
化
等
を
柱
と
す
る
法
が
成
立
し
、
順
次
施
行
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
後
と
も
、
こ
れ
ら
の
取
組
を
含
め
、
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
施
策
と
の
有
機
的
な
連
携
を
図
り
つ
つ
、
障
害
者
の
雇
用

の
促
進
及
び
そ
の
職
業
の
安
定
を
図
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
総
合
的
か
つ
効
果
的
に
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
障
害
者
の

雇
用
の
一
層
の
促
進
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

六
に
つ
い
て

ご
指
摘
の
「
調
査
票
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
一
般
論
と
し
て
申
し
上
げ
れ
ば
、
障
害
者
に
関
す

る
調
査
を
実
施
す
る
場
合
に
は
、
障
害
者
の
特
性
を
踏
ま
え
た
適
切
な
方
法
に
よ
る
調
査
が
行
わ
れ
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り

た
い
と
考
え
て
い
る
。

五


